
第１９１期末（平成１８年　３月３１日現在）　貸 借 対 照 表

（単位：百万円）
金　　　額 金　　　額

22,732           731,246          

現 金 16,852           25,456           

預 け 金 5,879            254,469          

21,371           13,702           

117              560              

664              419,763          

商 品 国 債 631              8,479            

商 品 地 方 債 32               8,814            

有 価 証 券 120,324          4                

国 債 57,317           4                

地 方 債 31,929           0                

社 債 20,909           3,314            

株 式 8,700            346              

そ の 他 の 証 券 1,466            502              

貸 出 金 590,422          397              

割 引 手 形 6,468            338              

手 形 貸 付 46,319           2                

証 書 貸 付 500,846          61               

当 座 貸 越 36,787           1                

794              1,663            

外 国 他 店 預 け 403              2,656            

買 入 外 国 為 替 46               1,093            

取 立 外 国 為 替 343              3,288            

3,047            741,603          

未 収 収 益 776              

金 融 派 生 商 品 6                5,481            

そ の 他 の 資 産 2,264            1,488            

12,168           1,487            

土 地 建 物 動 産 11,245           0                

建 設 仮 払 金 0                自 己 株 式 処 分 差 益 0                

保 証 金 権 利 金 922              24,268           

2,453            3,993            

3,288            18,635           

△ 1,592         役員退職慰労金積立金 139              

別 途 積 立 金 18,496           

1,638            

当 期 純 利 益 1,592            

1,079            

1,870            

34,187           

775,791          775,791          資 産 の 部 合 計

資 本 の 部 合 計

負債及び資本の部合計

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株 式 等 評 価 差 額 金

土 地 再 評 価 差 額 金

動 産 不 動 産

繰 延 税 金 資 産

貸 倒 引 当 金

支 払 承 諾 見 返

科　　　　　　目科　　　　　　目
（資 産 の 部） （負 債 の 部）

コ ー ル ロ ー ン

預 金現 金 預 け 金

買 入 金 銭 債 権

商 品 有 価 証 券

そ の 他 資 産

外 国 為 替

外 国 為 替

そ の 他 負 債

未 払 外 国 為 替

未 払 法 人 税 等

未 払 費 用

前 受 収 益

従 業 員 預 り 金

給 付 補 て ん 備 金

当 座 預 金

普 通 預 金

貯 蓄 預 金

通 知 預 金

定 期 預 金

定 期 積 金

そ の 他 の 預 金

売 渡 外 国 為 替

金 融 派 生 商 品

繰 延 ヘ ッ ジ 利 益

そ の 他 の 負 債

資 本 準 備 金

資 本 金

再評価に係る繰延税金負債

退 職 給 付 引 当 金

負 債 の 部 合 計

支 払 承 諾

（資 本 の 部）

そ の 他 資 本 剰 余 金

利 益 準 備 金

任 意 積 立 金

当 期 未 処 分 利 益

第１９１期決算公告
平成１８年６月３０日

株式会社株式会社株式会社株式会社

兵庫県豊岡市千代田町１番５号

取締役頭取 倉 橋 基



 

注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 ２．商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

 ３．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、子会社・子法人等株式

及び関連法人等株式については移動平均法による原価法、その他有価証券のうち時価のあるものについては決算日の市

場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時価のないものについては移動平均法による

原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直入法により処

理しております。 

 ４．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 ５．動産不動産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く｡）につい

ては定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

     建 物  ５年～５０年 

     動 産  ２年～２０年 

 ６．自社利用のソフトウェアについては、行内における利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しております。 

 ７．外貨建資産・負債は、主として決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 ８．貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

   破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下､「破綻先」という｡）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下､「実質破綻先」という｡）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接

減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に、過去の一定期間における貸倒実

績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒

実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 

   すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査

部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております｡ 

   なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収

が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は５,５６０百

万円であります。 

 ９．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき、必要額を計上

しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

     数理計算上の差異   各発生年度の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の翌期から損益処理 

 10．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に準じた会計処理によっております。 

 11．外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引等の会

計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規定する繰延ヘ

ッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺する目

的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に見合

うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

   なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

 12．消費税及び地方消費税（以下、消費税等という｡）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、動産不動産

に係る控除対象外消費税等は当期の費用に計上しております。 

 13．取締役及び監査役に対する金銭債権総額    １０９百万円 

 14．子会社の株式総額               ５０百万円 

 15．子会社に対する金銭債権総額       ２,０２６百万円 

 16．子会社に対する金銭債務総額          ５８百万円 

 17．動産不動産の減価償却累計額       １０,０６３百万円 

 18．動産不動産の圧縮記帳額           ３５２百万円 



 

 19．貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機等の一部については、リース契約により使用しております。 

 20．貸出金のうち、破綻先債権額は２,１７４百万円、延滞債権額は４,３１４百万円であります。 

   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の

取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未

収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第 96条第１項第３号のイからホま

でに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

 21．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は３４２百万円であります。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先

債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

 22．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は４,１７８百万円であります。 

   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以

上延滞債権に該当しないものであります。 

 23．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１１,０１１百万円であり

ます。 

   なお、20．から23．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 24．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種

別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外国

為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は６,５１５百万

円であります。 

 25．担保に供している資産は次のとおりであります。 

     担保に供している資産 

      有価証券  ２,０２９百万円 

     担保資産に対応する債務 

      預  金  ５,３３９百万円 

   上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券３０，８２６百万円及び

貸出金１５,０００百万円を差し入れております。 

 26．土地の再評価に関する法律（平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価

差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控

除した金額を｢土地再評価差額金｣として資本の部に計上しております。 

再 評 価 を 行 っ た 年 月 日  平成１０年３月３１日  

同法律第 3 条第 3 項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（平成10年 3月 31日公布政令第119

号）第２条第４号に定める方法に基づいて奥行価格補正等の合理的な

調整を行って算出 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当期末における時価の合計額と当該事業用土地の再評価後

の帳簿価額の合計額との差額      ２,４８７百万円 

 27．１株当たりの純資産額           ４２７円８３銭 

 28．旧商法施行規則第 124 条第 3 号に規定する時価を付したことにより増加した純資産額は１,８６７百万円でありま  

す。 

 29．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「国債」「地方債」「社債」「株 

式」「その他の証券」のほか､「商品有価証券」が含まれております。以下32．まで同様であります。 

    売買目的有価証券 

     貸借対照表計上額            ６６４百万円 
     当期の損益に含まれた評価差額      △ ５ 

 



 

    満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 貸借対照表計上額 時 価 差 額   
    うち益 うち損 
地 方 債 ５,３０４百万円 ５,１８０百万円 △ １２３百万円 －百万円 １２３百万円
合  計 ５,３０４   ５,１８０   △ １２３   －   １２３   

 

    その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 貸借対照表計上額 評価差額   
    うち益 うち損 
株  式 ４,３７３百万円 ８,５０６百万円 ４,１３２百万円 ４,１６５百万円 ３３百万円
債  券 １０５,９５９   １０４,８５３   △１,１０６   ３３５   １,４４１   
 国 債 ５８,０８６   ５７,３１７   △ ７６９   ４４   ８１３   
 地方債 ２６,９１３   ２６,６２５   △ ２８７   １６０   ４４７   
 社 債 ２０,９５９   ２０,９０９   △  ５０   １３０   １８０   
そ の 他 １,３３５   １,４６０   １２５   １３０   ５   
合  計 １１１,６６９   １１４,８１９   ３,１５０   ４,６３１   １,４８１   

     なお、上記の評価差額から繰延税金負債１,２８０百万円を差し引いた額１,８７０百万円が「株式等評価差額金」

に含まれております。 

 30．当期中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。 

          売 却 額       売 却 益       売 却 損 
        １,４２４百万円      ０百万円       ８６百万円 

 31．時価のない有価証券のうち、主なものの内容と貸借対照表計上額は、次のとおりであります。 

             内 容            貸借対照表計上額 

    子会社・子法人等株式及び関連法人等株式 

        子会社・子法人等株式             ７５百万円 

    その他有価証券 

        非上場株式                 １１９ 
        非上場その他の証券               ５ 

 32．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超 10 年以内 10 年超 
債  券 １４,１３８百万円 ５４,４０２百万円 ２８,２０１百万円 １３,４１４百万円
 国 債 １０,０１２   ２９,１２６   ４,７６４   １３,４１４   
 地方債 ９７８   １２,４８６   １８,４６４   －   
 社 債 ３,１４７   １２,７８９   ４,９７２   －   
合  計 １４,１３８   ５４,４０２   ２８,２０１   １３,４１４   

 33．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上

規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契

約に係る融資未実行残高は、１８７,１２８百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のものが１８６,１４３

百万円あります。 

   なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行

の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約の多くには、金融情勢の変化、債権の

保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることが

できる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動産・有価証券等の担保を徴求するほ  

か、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全

上の措置等を講じております｡ 

 34．固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 14

年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号平成15年 10 月 31日）

を当期から適用しております。これにより税引前当期純利益は１３０百万円減少しております。 

   なお、銀行業においては、「銀行法施行規則」（昭和57 年大蔵省令第10号）に基づき減価償却累計額を直接控除によ

り表示しているため、減損損失累計額につきましては、各資産の金額から直接控除しております。 

 35．銀行法施行規則第19条の 2第 1項第 3号ロ（10）に規定する単体自己資本比率（国内基準）  １０．０３％ 



第１９１期　 　損益計算書
（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　　　　　　　　　額
15,836

12,413
貸 出 金 利 息 11,160
有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,017
コ ー ル ロ ー ン 利 息 38
預 け 金 利 息 170
そ の 他 の 受 入 利 息 26

3,056
受 入 為 替 手 数 料 870
そ の 他 の 役 務 収 益 2,185

212
国 債 等 債 券 売 却 益 0
金 融 派 生 商 品 収 益 211
そ の 他 の 業 務 収 益 0

154
株 式 等 売 却 益 0
そ の 他 の 経 常 収 益 153

13,026
453

預 金 利 息 450
そ の 他 の 支 払 利 息 2

1,214
支 払 為 替 手 数 料 189
そ の 他 の 役 務 費 用 1,024

186
外 国 為 替 売 買 損 96
商 品 有 価 証 券 売 買 損 4
国 債 等 債 券 売 却 損 86

9,963
1,209

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 396
貸 出 金 償 却 660
株 式 等 償 却 16
そ の 他 の 経 常 費 用 135

2,809
105

償 却 債 権 取 立 益 99
そ の 他 の 特 別 利 益 5

231
動 産 不 動 産 処 分 損 100
減 損 損 失 130

2,683
1,258
△ 167
1,592
256
39

△ 43
199
5

1,638

注１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
　２．子会社との取引による収益総額　　　　２０３百万円
　　　子会社との取引による費用総額　　　　５３２百万円
　３．１株当たり当期純利益金額　　　　　　１９円７６銭
　４．当期において、兵庫県内の処分予定資産及び遊休資産について、減損損失を計上しております。
　　　減損損失を認識した資産は、地価の下落等から、帳簿価額を不動産鑑定評価基準等に基づき算定した正味
　　売却価額まで減額し、当該減少額１３０百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
　　　なお、資産のグルーピングは、営業用店舗については管理会計で継続的な収支の把握を行っている営業店
　　単位、遊休資産については各資産単位で行っております。

経 常 収 益
資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

営 業 経 費
そ の 他 経 常 費 用

経 常 費 用
資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

前 期 繰 越 利 益
役員退職慰労金積立金取崩額
土地再評価差額金取崩額

経 常 利 益

当 期 未 処 分 利 益

特 別 利 益

特 別 損 失

法人税、住民税及び事業税
法 人 税 等 調 整 額

税 引 前 当 期 純 利 益

利 益 準 備 金 積 立 額

当 期 純 利 益

中 間 配 当 額

平成１７年　４月　１日 から
平成１８年　３月３１日 まで



第１９１期末　（平成１８年　３月３１日現在）　連結貸借対照表

（単位：百万円）

科　　　　　目 金　　　額 科　　　　　目 金　　　額

（　資　産　の　部　） （　負　債　の　部　）

現 金 預 け 金 22,732           預 金 730,983          

コールローン及び買入手形 21,371           外 国 為 替 4                

買 入 金 銭 債 権 117              そ の 他 負 債 3,541            

商 品 有 価 証 券 664              退 職 給 付 引 当 金 2,672            

有 価 証 券 120,249          再評価に係る繰延税金負債 1,093            

貸 出 金 587,596          支 払 承 諾 3,288            

外 国 為 替 794              負 債 の 部 合 計 741,584          

そ の 他 資 産 3,902            （少 数 株 主 持 分）

動 産 不 動 産 14,225           少 数 株 主 持 分 37               

繰 延 税 金 資 産 2,481            （　資　本　の　部　）

支 払 承 諾 見 返 3,288            資 本 金 5,481            

貸 倒 引 当 金 △ 1,591         資 本 剰 余 金 1,488            

利 益 剰 余 金 24,291           

土 地 再 評 価 差 額 金 1,079            

株 式 等 評 価 差 額 金 1,870            

資 本 の 部 合 計 34,211           

資 産 の 部 合 計 775,832          負債、少数株主持分及び資本の部合計 775,832          



 

注１．記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 ２．商品有価証券の評価は、時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）により行っております。 

 ３．有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券のうち

時価のあるものについては連結決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は主として移動平均法により算定）、時

価のないものについては移動平均法による原価法又は償却原価法により行っております。なお、その他有価証券の評価

差額については、全部資本直入法により処理しております。 

 ４．デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。 

 ５．当行の動産不動産の減価償却は、定率法（ただし、平成10年４月１日以後に取得した建物（建物附属設備を除く｡）

については定額法）を採用しております。なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

     建 物  ５年～５０年 

     動 産  ２年～２０年 

   連結される子会社及び子法人等の動産不動産については、資産の見積耐用年数に基づき、主として定額法により償却

しております。 

 ６．自社利用のソフトウェアについては、当行並びに連結される子会社及び子法人等で定める利用可能期間（主として５

年）に基づく定額法により償却しております。 

 ７．当行の外貨建資産・負債は、主として連結決算日の為替相場による円換算額を付しております。 

 ８．当行の貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。 

   破産、特別清算等法的に経営破綻の事実が発生している債務者（以下､「破綻先」という｡）に係る債権及びそれと同

等の状況にある債務者（以下､「実質破綻先」という｡）に係る債権については、以下のなお書きに記載されている直接

減額後の帳簿価額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除し、その残額を計上しております。

また、現在は経営破綻の状況にないが、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者に係る債権については、

債権額から、担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額を控除した残額に、過去の一定期間における貸倒実

績から算出した貸倒実績率を乗じた額を計上しております。上記以外の債権については、過去の一定期間における貸倒

実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。 

   すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、営業関連部署が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査

部署が査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引当を行っております｡ 

   なお、破綻先及び実質破綻先に対する担保・保証付債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収

が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から直接減額しており、その金額は５,５６０百

万円であります。 

 ９．退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、必

要額を計上しております。また、数理計算上の差異の費用処理方法は以下のとおりであります。 

     数理計算上の差異   各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から損益処理 

 10．当行並びに連結される子会社及び子法人等のリース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じた会計処理によっております。 

 11．当行の外貨建金融資産・負債から生じる為替変動リスクに対するヘッジ会計の方法は、「銀行業における外貨建取引

等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業種別監査委員会報告第 25 号）に規定する

繰延ヘッジによっております。ヘッジ有効性評価の方法については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを減殺す

る目的で行う通貨スワップ取引及び為替スワップ取引等をヘッジ手段とし、ヘッジ対象である外貨建金銭債権債務等に

見合うヘッジ手段の外貨ポジション相当額が存在することを確認することによりヘッジの有効性を評価しております。 

   なお、一部の資産・負債については、金利スワップの特例処理を行っております。 

 12．当行並びに連結される子会社及び子法人等の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。 

 13．当行の取締役及び監査役に対する金銭債権総額    １０９百万円 

 14．動産不動産の減価償却累計額         １０,７５３百万円 

 15．動産不動産の圧縮記帳額              ３５２百万円 

 16．連結貸借対照表に計上した動産不動産のほか、電子計算機等の一部については、リース契約により使用しております。 

 17．貸出金のうち、破綻先債権額は２,１７４百万円、延滞債権額は４,３１４百万円であります。 



 

   なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利息の

取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未

収利息不計上貸出金」という｡）のうち、法人税法施行令（昭和40年政令第97号）第 96条第１項第３号のイからホま

でに掲げる事由又は同項第４号に規定する事由が生じている貸出金であります。 

   また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権及び債務者の経営再建又は支援を図ることを目的

として利息の支払を猶予した貸出金以外の貸出金であります。 

 18．貸出金のうち、３ヵ月以上延滞債権額は３４２百万円であります。 

   なお、３ヵ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で破綻先

債権及び延滞債権に該当しないものであります。 

 19．貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は４,１７８百万円であります。 

   なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、

元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び３ヵ月以

上延滞債権に該当しないものであります。 

 20．破綻先債権額、延滞債権額、３ヵ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は１１,０１１百万円であり

ます。 

   なお、17．から20．に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。 

 21．手形割引は、「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」（日本公認会計士協会業 

種別監査委員会報告第 24 号）に基づき金融取引として処理しております。これにより受け入れた商業手形及び買入外

国為替は、売却又は（再）担保という方法で自由に処分できる権利を有しておりますが、その額面金額は６,５１５百

万円であります。 

 22．担保に供している資産は次のとおりであります。 

     担保に供している資産 

      有価証券  ２,０２９百万円 

     担保資産に対応する債務 

      預  金  ５,３３９百万円 

   上記のほか、為替決済等の取引の担保あるいは先物取引証拠金等の代用として、有価証券３０,８２６百万円及び貸

出金１５,０００百万円を差し入れております。 

   また、動産不動産のうち保証金権利金は９２２百万円であります。 

 23．土地の再評価に関する法律（平成10年 3月 31日公布法律第34号）に基づき、当行の事業用の土地の再評価を行い、

評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これ

を控除した金額を｢土地再評価差額金｣として資本の部に計上しております。 

再 評 価 を 行 っ た 年 月 日  平成１０年３月３１日  

同法律第 3 条第 3 項に定める再評価の方法  土地の再評価に関する法律施行令（平成10年 3月 31日公布政令第119

号）第２条第４号に定める方法に基づいて奥行価格補正等の合理的な

調整を行って算出 

同法律第 10 条に定める再評価を行った事業用土地の当連結会計年度末における時価の合計額と当該事業用土地

の再評価後の帳簿価額の合計額との差額      ２,４８７百万円 

 24．１株当たりの純資産額           ４２８円１３銭 

 25．有価証券の時価及び評価差額等に関する事項は次のとおりであります。これらには、「有価証券」のほか､「商品有価

証券」が含まれております。以下28．まで同様であります。 

    売買目的有価証券 

     連結貸借対照表計上額             ６６４百万円 
     当連結会計年度の損益に含まれた評価差額    △ ５ 

    満期保有目的の債券で時価のあるもの 

 連結貸借対照表計上額 時 価 差 額   
    うち益 うち損 
地 方 債 ５,３０４百万円 ５,１８０百万円 △ １２３百万円 －百万円 １２３百万円
合  計 ５,３０４   ５,１８０   △ １２３   －   １２３   



    その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価 評価差額   
  

連結貸借 
対照表計上額  うち益 うち損 

株  式 ４,３７３百万円 ８,５０６百万円 ４,１３２百万円 ４,１６５百万円 ３３百万円
債  券 １０５,９５９   １０４,８５３   △１,１０６   ３３５   １,４４１   
 国 債 ５８,０８６   ５７,３１７   △ ７６９   ４４   ８１３   
 地方債 ２６,９１３   ２６,６２５   △ ２８７   １６０   ４４７   
 社 債 ２０,９５９   ２０,９０９   △  ５０   １３０   １８０   
そ の 他 １,３３５   １,４６０   １２５   １３０   ５   
合  計 １１１,６６９   １１４,８１９   ３,１５０   ４,６３１   １,４８１   

     なお、上記の評価差額から繰延税金負債１,２８０百万円を差し引いた額１,８７０百万円が「株式等評価差額金」

に含まれております。 

 26．当連結会計年度中に売却したその他有価証券は次のとおりであります。 

        売 却 額        売 却 益        売 却 損 
      １,４２４百万円       ０百万円        ８６百万円 

 27．時価のない有価証券のうち、主なものの内容と連結貸借対照表計上額は、次のとおりであります。 

      内 容           連結貸借対照表計上額 

    その他有価証券 

        非上場株式            １１９百万円 
        非上場その他の証券          ５ 

 28．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の期間ごとの償還予定額は次のとおりであります。 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超 10 年以内 10 年超 
債  券 １４,１３８百万円 ５４,４０２百万円 ２８,２０１百万円 １３,４１４百万円
 国 債 １０,０１２   ２９,１２６   ４,７６４   １３,４１４   
 地方債 ９７８   １２,４８６   １８,４６４   －   
 社 債 ３,１４７   １２,７８９   ４,９７２   －   
合  計 １４,１３８   ５４,４０２   ２８,２０１   １３,４１４   

 29．当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントライン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上

規定された条件について違反がない限り、一定の限度額まで資金を貸付けることを約する契約であります。これらの契

約に係る融資未実行残高は、１８７,１２８百万円であります。このうち原契約期間が１年以内のものが１８６,１４３

百万円あります。 

   なお、これらの契約の多くは、融資実行されずに終了するものであるため、融資未実行残高そのものが必ずしも当行

並びに連結される子会社及び子法人等の将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。これらの契約

の多くには、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由があるときは、当行が実行申し込みを受けた融資の拒

絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約時において必要に応じて不動

産・有価証券等の担保を徴求するほか、契約後も定期的に予め定めている行内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必

要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を講じております｡ 

 30．固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会平成 14

年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号平成15年 10 月 31日）

を当連結会計年度から適用しております。これにより税金等調整前当期純利益は１３０百万円減少しております。 

   なお、銀行業においては、「銀行法施行規則」（昭和57 年大蔵省令第10号）に基づき減価償却累計額を直接控除によ

り表示しているため、減損損失累計額につきましては、各資産の金額から直接控除しております。 

 31．銀行法施行規則第17条の 5第 1項第 3号ロに規定する連結自己資本比率（国内基準）  １０．０４％ 



    　 第１９１期 　　　　　連結損益計算書

（単位：百万円）

　　科　　　　　　目 金 額

17,098

12,345

貸 出 金 利 息 11,093

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,017

コールローン利息及び買入手形利息 38

預 け 金 利 息 170

そ の 他 の 受 入 利 息 26

3,055

1,557

140

14,262

453

預 金 利 息 450

そ の 他 の 支 払 利 息 2

1,214

1,732

9,652

1,209

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 396

そ の 他 の 経 常 費 用 813

2,836

107

償 却 債 権 取 立 益 101

そ の 他 の 特 別 利 益 5

231

動 産 不 動 産 処 分 損 100

減 損 損 失 130

2,712

1,276

△ 174

2

1,607

注１．記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
　２．１株当たり当期純利益金額　　　　　１９円９５銭
　３．「その他の経常費用」には、貸出金償却６６０百万円を含んでおります。　　　
　４．当期において、兵庫県内の処分予定資産及び遊休資産について、減損損失を計上しております。
　　　減損損失を認識した資産は、地価の下落等から、帳簿価額を不動産鑑定評価基準等に基づき算定した正味
　　売却価額まで減額し、当該減少額１３０百万円を減損損失として特別損失に計上しております。
　　　なお、資産のグルーピングは、営業用店舗については管理会計で継続的な収支の把握を行っている営業店
　　単位、遊休資産については各資産単位で行っております。

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益

特 別 損 失

当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

少 数 株 主 利 益

そ の 他 業 務 費 用

特 別 利 益

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

経 常 収 益

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

平成１７年　４月　１日から
平成１８年　３月３１日まで


